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第 1 章   総       則  

 

第 １ 条  適 用 の 範 囲  

（ 1）  本 仕 様 書 は 吹 田 市 土 木 部 が 委 託 す る 道 路 及 び 公 園 等 管

理 業 務 （ 以 下 「 業 務 」 と い う ） に 適 用 す る 。  

（ 2）  本 仕 様 書 に 記 載 さ れ て い な い 事 項 、 又 は 特 殊 な 業 務 に

つ い て は 、 別 に 定 め る 「 特 記 仕 様 書 」 に よ る も の と す る 。 

（ 3）  設 計 図 書 に 記 載 さ れ た 事 項 は 、 本 仕 様 書 及 び 特 記 仕 様

書 に 優 先 す る 。  

（ 4）  仕 様 書 、 特 記 仕 様 書 及 び 設 計 図 書 に 疑 義 を 生 じ た と き

は 監 督 員 の 指 示 ま た は 協 議 に よ る も の と す る 。  

 

第 ２ 条  用 語 の 定 義  

こ の 仕 様 書 で い う 用 語 の 定 義 は 下 記 に よ る 。  

（ 1）  監 督 員 と は 発 注 者 が 定 め 、 当 該 業 務 を 担 当 し そ の 施 工

を 監 督 す る 者 を い う 。  

（ 2）  設 計 図 書 と は 金 抜 き 設 計 書 (以 下 「 設 計 書 」 と い う )、

図 面 、 仕 様 書 （「 特 記 仕 様 書 」 を 含 む ） 及 び 現 場 説 明 事 項

を い う 。  

（ 3）  指 示 と は 、 監 督 員 が 受 注 者 に 対 し 監 督 員 の 所 掌 業 務 に

関 す る 方 針 、 基 準 、 計 画 等 を 示 し 実 施 さ せ る こ と を い う 。 

（ 4）  承 諾 と は 、 受 注 者 か ら 申 し 出 た 事 項 に 対 し 、 監 督 員 が

権 限 の 範 囲 内 の 事 項 に つ い て 了 解 す る こ と を い う 。  

（ 5）  協 議 と は 、 監 督 員 と 受 注 者 が 対 等 の 立 場 で 合 議 し 、 結

論 を 得 る こ と を い う 。  

 

第 ３ 条  法 令 等 の 遵 守  

（ 1）  受 注 者 は 業 務 を 施 工 す る に あ た り 、 労 働 基 準 法 、 労 働

安 全 衛 生 法 、 そ の 他 関 係 法 令 を 遵 守 す る こ と 。  

（ 2）  使 用 人 に 対 す る 諸 法 令 等 の 運 用 、 適 用 は 受 注 者 が 費 用

を 負 担 し 責 任 を 持 っ て 行 う こ と 。  

 

第 ４ 条  手 続 き 及 び 提 出 書 類  

（ 1）  受 注 者 は 、 契 約 締 結 後 す み や か に 本 業 務 に か か る 関 係



 

官 公 署 へ の 届 出 を し 、許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。（ 本

市 が 行 う 場 合 も あ る 。）  

（ 2）  受 注 者 は 、 契 約 締 結 後 す み や か に 次 の 書 類 を 提 出 し 承

諾 を 得 た 後 着 手 す る こ と 。  

ア . 業 務 着 手 届  

イ . 下 請 業 者 名 簿  

ウ . 現 場 代 理 人 届 （ 現 場 作 業 責 任 者 ）  

エ . 主 任 技 術 者 届  

オ . 工 程 表  

カ . 施 工 計 画 書  

な お 、 主 任 技 術 者 に つ い て は 、 別 途 特 記 仕 様 書 に お い て

定 め る 有 資 格 者 又 は 同 等 の 業 務 施 工 が 可 能 な 経 験 者 を 選 任

し 、 資 格 証 の 写 し 等 有 資 格 で あ る こ と が 確 認 で き る 書 類 を

添 付 す る こ と 。  

ま た 、 現 場 代 理 人 （ 現 場 作 業 責 任 者 ） 及 び 主 任 技 術 者 に

つ い て は 、 選 任 す る 者 の 直 接 雇 用 が 確 認 出 来 る 書 類 を 添 付

す る こ と 。  

（ 3）  提 出 し た 書 類 の 内 容 を 変 更 す る 必 要 が 生 じ た と き は 、

直 ち に 変 更 届 を 提 出 す る こ と 。  

（ 4）  業 務 が 完 了 し た と き は 、 す み や か に 次 の 書 類 を 提 出 す

る こ と 。  

ア .  業 務 完 了 届  

イ .  作 業 の 記 録 写 真  

ウ .  完 了 図 書 一 式  

エ .  支 払 い 請 求 書 、 明 細 書  

オ .  そ の 他 監 督 員 が 指 示 す る も の  

 

第 ５ 条  現 場 体 制  

（ 1）  受 注 者 は 、 現 場 代 理 人 （ 現 場 作 業 責 任 者 ） 及 び 主 任 技

術 者 を 定 め 、 所 定 の 業 務 に 従 事 さ せ る こ と 。  

（ 2）  受 注 者 は 善 良 な 作 業 員 を 選 び 、 秩 序 正 し い 作 業 を な さ

し め 、 か つ 熟 練 を 要 す る も の を 使 用 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 3）  受 注 者 は 、 適 正 な 作 業 の 進 捗 を 図 る た め 、 十 分 な 数 の

作 業 員 を 配 置 し な け れ ば な ら な い 。  



 

第 ６ 条  地 元 住 民 と の 協 調  

（ 1）  受 注 者 が 業 務 の 施 工 に あ た り 地 元 住 民 と の 協 議 を 必 要

と す る と き は 、遅 滞 な く 監 督 員 に 申 し 出 て 指 示 を 受 け 、誠

意 を 持 っ て 協 調 し 、 そ の 結 果 は す み や か に 報 告 す る こ と 。 

（ 2）  受 注 者 は い か な る 名 目 で あ っ て も 、 地 元 住 民 か ら こ の

業 務 に つ い て 報 酬 等 を 受 け て は な ら な い 。作 業 員 等 の 上 記

行 為 に つ い て は 、 受 注 者 が そ の 責 任 を 負 う も の と す る 。  

 

第 ７ 条  損 害 賠 償 及 び 補 償  

（ 1）  受 注 者 は 道 路 、 公 園 、 遊 園 、 緑 地 、 施 設 等 に 損 傷 を 与

え た と き は 直 ち に 監 督 員 に 報 告 し 、そ の 指 示 に よ る と と も

に す み や か に 原 形 に 復 旧 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 2）  受 注 者 は 業 務 の 施 工 に あ た り 、 万 一 注 意 義 務 を 怠 っ た

こ と に よ り 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、そ の 復 旧 及 び 賠

償 の 全 責 任 を 負 う も の と す る 。  

 

第 ８ 条  工 程 管 理  

（ 1）  受 注 者 は 契 約 締 結 後 提 出 し た 工 程 表 及 び 施 工 計 画 書 に

基 づ き 本 業 務 に 関 す る 工 程 を 常 に 管 理 し 、業 務 期 限 内 の 完

了 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 2）  予 定 の 業 務 工 程 と 実 績 と に 差 が 生 じ た と き は 、 監 督 員

の 指 示 に 従 い 必 要 な 措 置 を 講 じ て 業 務 の 円 滑 な 進 行 を 図

る こ と 。  

 

第 ９ 条   記 録 写 真  

（ 1）  受 注 者 は 、 作 業 状 況 写 真 を 撮 影 後 、 監 督 員 に 提 出 し 承

諾 を 得 る こ と 。 た だ し 、 監 督 員 が 補 足 を 求 め た 場 合 に は 、

そ の 指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 2）  写 真 は 以 下 に 示 す 項 目 に つ い て 撮 影 す る と 共 に 、 整

備 ・ 保 管 し 、 検 査 時 に 提 出 す る こ と 。  

ア .  作 業 前 、 作 業 中 、 作 業 後 に つ い て 同 一 の 場 所 か ら 撮

影 し た も の  

イ .  交 通 誘 導 員 を 配 置 し た 場 合 、 そ の 作 業 状 況 、 配 置 状

況 が わ か る も の  



 

第 2章  委  託  業  務  

 

第 １ 条  一 般 事 項  

（ 1）  委 託 業 務 は 本 市 が 管 理 す る 道 路 、 公 園 、 遊 園 、 緑 地 、

施 設 等 の 保 全 を 目 的 と す る 。  

（ 2）  委 託 業 務 の 内 容 は 、 設 計 図 書 等 の と お り と す る 。  

（ 3）  受 注 者 は 本 市 の 監 督 を 受 け る と と も に 委 託 業 務 の 万 全

を 期 し 、 遺 漏 な く 誠 実 に 実 施 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 4）  作 業 時 間 は 本 市 職 員 就 業 規 則 に 定 め る 監 督 員 の 勤 務 時

間 内 と す る 。た だ し 業 務 の 都 合 上 、こ の 規 定 に よ り が た い

場 合 は 監 督 員 の 承 諾 を 得 て 別 に 定 め る 。  

（ 5）  受 注 者 は 、 業 務 の 種 別 に よ り 必 要 と す る 場 合 に は 作 業

箇 所 を 事 前 に 監 督 員 に 連 絡 す る こ と 。  

（ 6）  作 業 に あ た っ て は 、 必 要 な 保 護 措 置 を 講 じ 、 道 路 、 公

園 、遊 園 、緑 地 、施 設 等 に 損 傷 を 与 え な い よ う 十 分 留 意 す

る こ と 。  

（ 7）  受 注 者 は 業 務 に あ た り 地 先 住 民 等 に 迷 惑 の か か ら ぬ よ

う 、 極 力 騒 音 、 振 動 等 の 防 止 に 努 め る こ と 。  

（ 8）  受 注 者 が 監 督 員 の 指 示 に 反 し て 業 務 を 続 行 し た 場 合 及

び 監 督 員 が 事 故 防 止 上 危 険 と 判 断 し た 場 合 等 に は 、業 務 の

一 時 中 止 を 命 じ る こ と が あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 3章  安  全  管  理  

 

第 １ 条  一 般 事 項  

受 注 者 は 、 本 業 務 に か か る 安 全 管 理 に つ い て 、「 土 木 工

事 安 全 施 工 技 術 指 針 」 及 び 「 建 設 機 械 施 工 安 全 技 術 指 針 」

を 参 考 に し て 、常 に 業 務 の 安 全 に 留 意 し 、災 害 の 防 止 に 努

め る と と も に 、関 係 法 規 の 定 め に よ る ほ か 、本 仕 様 書 に 基

づ い て 行 う こ と 。  

 

第 ２ 条  保 安 設 備 の 設 置 及 び 現 場 管 理  

（ 1）  作 業 中 は 現 場 環 境 に 対 応 し た 十 分 な 保 安 設 備 を 施 す こ

と 。  

（ 2）  作 業 場 所 の 整 理 整 頓 、 そ の 他 現 場 管 理 に は 細 心 の 注 意

を は ら う こ と 。  

 

第 ３ 条  作 業 員 の 安 全 管 理  

（ 1）  受 注 者 は 業 務 の 円 滑 な 遂 行 の た め 、 あ ら か じ め 設 計 図

書 に 明 示 さ れ た 事 項 に 対 す る 事 前 調 査 を 行 い 、安 全 確 保 の

た め の 施 工 条 件 等 を 把 握 し 、事 故 の 防 止 及 び 作 業 員 の 安 全

を 図 る こ と 。  

（ 2）  業 務 に 使 用 す る 機 材 類 は 常 に 点 検 し 、 完 全 に 整 備 し て

お か な け れ ば な ら な い 。  

（ 3）  受 注 者 は 、 緊 急 時 に 対 応 で き る よ う に 、 常 に 緊 急 連 絡

体 制 を 整 え て お か な け れ ば な ら な い 。  

（ 4）  万 一 事 故 が 発 生 し た と き は 、 緊 急 連 絡 体 制 に 従 い た だ

ち に 監 督 員 及 び 関 係 官 公 署 に 報 告 す る と と も に 、す み や か

に 必 要 な 措 置 を 講 じ る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 



 

第 4章  そ  の  他  

 

第 １ 条   業 務 の 完 了  

  受 注 者 は 、 委 託 業 務 を 完 了 し た と き は 、 遅 滞 な く 本 市 に

対 し て 作 成 し た 調 書 、 図 面 、 そ の 他 資 料 等 及 び 業 務 完 了 届

を 提 出 し 、 本 市 検 査 員 の 検 査 を も っ て 業 務 の 完 了 と す る 。  

 

第 ２ 条   検 査  

（ 1）  中 間 検 査 及 び 完 了 検 査 に は 、 受 注 者 ま た は 現 場 代 理 人

（ 現 場 作 業 責 任 者 ）が 必 ず 立 ち 会 う も の と す る 。た だ し 本

市 検 査 員 が 認 め た 場 合 は 、 こ れ を 省 略 す る こ と が で き る 。 

（ 2）  検 査 は 、 受 注 者 が 提 出 し た 日 報 、 写 真 、 完 了 図 書 等 に

基 づ い て 目 的 物 に つ い て 吹 田 市 財 務 規 則 、契 約 書 等 に よ り

行 う 。  

（ 3）  受 注 者 は 前 項 の 検 査 の 結 果 、 不 合 格 と な り 、 目 的 物 に

つ い て 補 正 を 命 ぜ ら れ た と き は 、遅 滞 な く 当 該 補 正 を 行 う

こ と 。  

 

第 ３ 条  特 に 定 め な い 事 項  

（ 1）  契 約 書 、 仕 様 書 及 び 設 計 図 書 等 に 、 特 に 明 記 し て い な

い 事 項 で 、業 務 の 実 施 上 当 然 必 要 な 事 項 に つ い て は 、受 注

者 の 負 担 に お い て 処 理 す る こ と 。  

（ 2）  そ の 他 特 に 定 め の な い 事 項 に つ い て 協 議 を 必 要 と す る

場 合 は 、す み や か に 監 督 員 に 報 告 を し 、指 示 を 受 け て 処 理

す る こ と 。  

  


